
目

次

告

示

○
漁
業
の
許
可
等
の
申
請
期
間
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

公

告

○
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
一

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
一

○
男
性
警
察
官
用
夏
制
帽
ほ
か
の
売
買
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
qqq（
警
察
本
部

会

計

課
）
…
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
一
部

訂
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

青
森
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
一
号
）
第
八
条
第
二
項

（
同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
よ
う
に
定
め
た

の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項
（
同
規
則
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
二
年
十
一
月
二
日
か
ら
同
月
十
一
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
二
種
漁
業
の
う
ち
、
う
に
び
き
網
漁
業

二

操
業
区
域

東
共
第
二
十
九
号
及
び
東
共
第
三
十
一
号
の
各
漁
業
権
漁
場
の
区
域

三

操
業
期
間

令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

四

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

三
十
隻

公

告

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

令
和
二
年
七
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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第
二
百
二
十
一
号

令
和
二
年十

月
十
六
日

（
金
曜
日
）



一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

学
習
用
Ｉ
Ｃ
Ｔ
端
末

三
千
四
百
二
十
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
出
納
局
会
計
管
理
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
九
月
二
十
三
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

六

落
札
金
額

一
億
四
千
五
百
四
十
万
千
八
十
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
参
加
資
格
審
査
に
お
い
て
、
調
達
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断

さ
れ
た
仕
様
に
関
す
る
調
書
を
提
出
し
た
者
を
参
加
者
と
し
て
入
札
を
行
い
、
予
定
価
格
の
制
限

の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
二
年
八
月
十
二
日

男
性
警
察
官
用
夏
制
帽
ほ
か
の
売
買
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札

次
の
と
お
り
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

指
名
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
売
買
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

男
性
警
察
官
用
夏
制
帽
ほ
か

総
数
三
千
九
百
三
点

二

納
入
期
限

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

三

納
入
場
所
等

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
二
年
五
月
十
八
日
青
森
県
告
示
第
四
百
十
二
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
の
規
定
に
よ
り
、
衣
料
品
の
販
売
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
入
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、

知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

警
察
当
局
か
ら
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
を
支
配
す
る
事
業
者
若
し
く
は

こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
る
と
し
て
地
方
公
共
団
体
発
注
業
務
等
か
ら
排
除
要
請
が
あ
り
、
当
該

状
態
が
継
続
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

五

指
名
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
期
限
等

㈠

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
令
和
二
年
十
一
月

十
二
日
ま
で
に
、
青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請

書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈡

㈠
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

㈢

㈠
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

３

提
出
場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係

電
話

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

六

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
等

１

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先
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青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課
調
度
係

２

入
開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

青
森
県
警
察
本
部
六
階
会
議
室
Ａ

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日

午
前
十
時

七

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
と
す
る
。

八

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

契
約
金
額
の
百
分
の
五
以
上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
。

１

保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

２

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
と
す
る
契
約

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行

し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

九

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。

十
一

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
（
た
だ
し
、
第
四
条
第
八
項
及
び
第
六
条
（
Ｂ
）

を
除
く
。
）
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
二

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記

載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十

分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号
（
政
治
資
金
規
正
法

に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。
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令
和
二
年
十
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
28
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
青
森

県
第
一
選
挙
区
支
部
の
項
中

「

「
を

に
訂
正
す
る
。

」

」

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号
（
政
治
資
金
規
正
法
に
よ

る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
29
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
青
森

県
衆
議
院
比
例
区
第
一
支
部
の
項
中

「

「
を

に
訂
正
す
る
。

」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
29
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
青
森

県
第
二
選
挙
区
支
部
の
項
中
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52,415,954

52,415,954

6,623,954

6,623,954

45,792,000

45,792,000

29,561,059

29,471,059

4,132,000

4,132,000

500,000

500,000

1,632,000

1,632,000

2,000,000

2,000,000

4,132,000

4,132,000

17,560,000

17,560,000

24,100,000

24,100,000

9,650,507

9,650,507

409,136

409,136

3,825,243

3,825,243

5,131,017

5,131,017

19,015,903

19,015,903

4,605,208

4,515,208

3,108,204

3,108,204

667,332

667,332

2,440,872

2,440,872

2,830,000

2,830,000

1,744

1,744

10,545,156

10,455,156

68,594,895

68,894,895

22,854,895

22,944,895

45,740,000

45,950,000

50,706,349

50,511,349

8,730,000

8,930,000

1,550,000

1,550,000

2,170,000

2,170,000

5,010,000

5,210,000

8,730,000

8,930,000

8,010,000

8,010,000

29,000,000

29,010,000

15,240,000

15,240,000

442,356

442,356

5,086,449

5,086,449

7,011,364

7,011,364

27,780,169

27,780,169

11,338,972

11,143,972

5,000,000

5,000,000

2,455,630

2,455,630

1,485,280

1,485,280

970,350

970,350

4,130,000

4,130,000

1,578

1,578

22,926,180

22,731,180

4,100,000

4,100,000



「

「
を

に
訂
正
す
る
。

」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
29
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
平
内

町
支
部
の
項
中

「

「

を

に
訂
正
す
る
。

」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
29
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
民
進
党
青
森
県
第

１
区
総
支
部
の
項
中

「

「
を

に
訂
正
す
る
。

（ ）5 青 森 県 報 第221号令和２年10月16日 金曜日

107,641,970

107,861,970

30,621,778

30,621,778

77,020,192

77,240,192

57,757,800

57,757,800

48,084,978

48,304,978

13,534,978

13,534,978

29,320,000

29,320,000

5,230,000

5,450,000

48,084,978

48,304,978

55,000

55,000

28,520,000

28,520,000

360,214

360,214

15,557,205

15,557,205

241,551

241,551

864,163

864,163

1,400,787

1,400,787

18,063,706

18,063,706

62,000

62,000

399,802

399,802

677,880

677,880

677,880

677,880

70,400

70,400

38,484,012

38,484,012

39,694,094

39,694,094

446,992

446,992

37,192

37,192

409,800

409,800

216,635

216,635

45,000

79,800

45

45

364,800

330,000

21,635

21,635

10,000

10,000

31,635

31,635

185,800

185,800

185,800

185,800

7,914,287

7,914,424

731,990

731,990

7,182,297

7,182,434

7,914,287

7,914,287

1,268,000

1,268,000

1,250

1,250

5,877,890

5,877,890

5,877,890

5,877,890

5,877,890

5,877,890

36,407

36,544

1,201,900

1,201,900



」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
29
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ア
寄
附
の
内
訳
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
訂
正
す
る
。

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
29
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ウ
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与

さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
訂
正
す
る
。

」

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号
（
政
治
資
金
規
正
法
に
よ

る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
二
年
十
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
30
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ア
統
括
表
自
由
民
主
党
青
森

県
薬
剤
師
支
部
の
項
中

「

「

（ ）6青 森 県 報 第221号令和２年10月16日 金曜日

63,312

63,312

1,541,187

1,541,187

3,647,119

3,647,119

6,453,518

6,453,518

878,288

878,288

567,892

567,892

136,493

136,493

431,399

431,399

14,589

14,589

1,460,769

1,460,769
自
由
民
主
党
青

森
県
衆
議
院
比

例
区
第
一
支
部
政
治
団
体
日
本
歯
科
医
師

連
盟

100,000東
京
都

自
由
民
主
党
青

森
県
衆
議
院
比

例
区
第
一
支
部
政
治
団
体

日
本
歯
科
医
師

連
盟

100,000東
京
都

Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
政

経
研
究
会

100,000東
京
都

Ｔ
Ｋ
Ｃ
東
北
政

経
研
究
会

100,000宮
城
県

自
由
民
主
党
青

森
県
第
二
選
挙

区
支
部

政
治
団
体
日
本
自
動
車
整

備
政
治
連
盟

300,000東
京
都

自
由
民
主
党
青

森
県
第
二
選
挙

区
支
部

政
治
団
体

日
本
自
動
車
整

備
政
治
連
盟

300,000東
京
都

青
森
県
自
動
車

整
備
政
治
連
盟

120,000青
森
市

全
日
本
不
動
産

政
治
連
盟

100,000東
京
都

自
由
民
主
党
青
森
県
衆
議

院
比
例
区
第
一
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
支
部

連
合
会

1,500,000

自
由
民
主
党
青
森
県
衆
議

院
比
例
区
第
一
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
支
部

連
合
会

1,510,000

自
由
民
主
党
平
内
町
支
部
自
由
民
主
党
青
森
県
支
部

連
合
会

114,800

自
由
民
主
党
平
内
町
支
部
自
由
民
主
党
青
森
県
支
部

連
合
会

80,000

1,330,759

1,350,759

11,059

11,059

1,319,700

1,339,700

1,319,700

1,319,700

323,700

323,700

256

256

996,000

996,000

996,000

996,000

996,000

996,000

20,000



を

に
訂
正
す
る
。

」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
30
年
分
⑴
政
党
の
支
部
の
ウ
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与

さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
の
表
中

「

を
」

「

に
訂
正
す
る
。

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
30
年
分
⑵
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
（
政
党
の
支
部
を

除
く
。
）
の
ア
統
括
表
升
田
世
喜
男
後
援
会
の
項
中

「

「

を

に
訂
正
す
る
。

」

」

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
30
年
分
⑷
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
ア
統
括
表
青
森
県
薬

剤
師
連
盟
の
項
中

「

「

（ ）7 青 森 県 報 第221号令和２年10月16日 金曜日

1,319,700

1,319,700

1,319,700

1,319,700

自
由
民
主
党
青
森
県
第
二

選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
八
戸
市
支
部

360,000

自
由
民
主
党
本
部

12,000,000
自
由
民
主
党
田
舎
館
村
支

部
自
由
民
主
党
青
森
県
支
部

連
合
会

10,000

自
由
民
主
党
青
森
県
第
二

選
挙
区
支
部

自
由
民
主
党
八
戸
市
支
部

360,000

自
由
民
主
党
本
部

12,000,000

自
由
民
主
党
青
森
県
薬
剤

師
支
部

自
由
民
主
党
青
森
県
支
部

連
合
会

20,000

自
由
民
主
党
田
舎
館
村
支

部
自
由
民
主
党
青
森
県
支
部

連
合
会

10,000

1,833,006

1,833,006

38,506

38,506

1,794,500

1,794,500

1,106,222

1,358,231

1,794,500

1,794,500

578

578

22,356

274,365

22,356

274,365

1,083,866

1,083,866

1,083,866

1,083,866

1,083,866

1,083,866

21,194,766

21,174,766

10,940,534

10,940,534

10,254,232

10,234,232

11,181,878

11,181,878

8,123,467

8,123,467

943

943

343,700

323,700

343,700

323,700

343,700

323,700



を

に
訂
正
す
る
。

」

」

（ ）8青 森 県 報 第221号令和２年10月16日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円

1,759,000

1,759,000

28,065

28,065

3,350,703

3,350,703

3,350,703

3,350,703

6,336,545

6,336,545

996,000

996,000

498,630

498,630

7,831,175

7,831,175


